同等品で入札を希望する場合の手続き

仕様書、内訳書等に「同等品可」の表示がある物品は、例示したメーカー、型番の品目のほか、それと同等以上の物品（以下「同等品」という。）を選定し、入札に参加することができます。
同等品による入札を希望する場合は、以下の手続きにより事前に同等品確認を受けてください。
なお、同等品確認を受けていない同等品で入札し、落札者となった場合、契約を締結できないことがあります。
※同等品の定義
同等品とは、規格（形状、材質、色等）・品質・性能が例示品と同等以上のものをいいます。

１　同等品の確認方法
　　同等品かどうかの可否を確認したい場合は、次の書類を作成してください。
　　(1)　同等品申請書
　　(2)　同等品候補の掲載されたカタログ（コピー可）、仕様書、写真、その他同等品以上の仕様・品質・性能とわかる資料等

２　申請書の提出方法
　　管財課 契約担当へＦＡＸ、郵送又は持参で提出してください。

３　申請書の提出期限
　　令和８年７月２２日（水）の正午まで〈必着〉

４　同等品可否決定の通知
　　同等品可否決定は、提出のあった同等品申請書をもとに審査し、認定の場合は合否欄に「○」を、
　不認定の場合は「×」を記入しメールで返送します。
　　なお、入札日の前日までに通知が届かない場合は、問い合せ先まで連絡してください。







（問い合せ先）
入間市総務部管財課　契約担当
電　話　　04-2964-1111（内線2257）
